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現在の施策体系

< 三本柱 >

１ 救済・保護

２ 啓発・教育

３ 支援・助成

＜人権施策の体系＞

人権相談への対応
救済・保護 救済・保護機能の充実

地域との協力体制の推進

都民・企業等への啓発
啓発 ＮＰＯ・企業等の啓発活動支援

啓発手法等の開発

学校教育における人権教育の推進
啓発・教育 教育

社会教育における人権学習の推進

職務に応じた人権研修等
研修

人権に配慮した職務の遂行

社会的弱者・少数者の自立支援
支援・助成 多様な主体の連携・協働の推進

企業・ＮＰＯ等の自主的な取組支援
人権施策への民間活力の導入


